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既
に
二
十
一
世
紀
に
入
っ
て
十
年
経
過
す
る
。
人
間
の
自
己
理
解
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
確
固
と
し
た
も
の
が
あ

る
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
我
々
誰
も
が
経
験
す
る
事
柄
の
内
容
に
依
拠
し
て
、
特
に
個
人
的
・
社
会
的
本
性
に
基
づ
き
国
家
を
築
き

つ
つ
そ
の
中
で
生
を
全
う
し
よ
う
と
す
る
人
間
本
性
か
ら
出
発
し
て
、
若
干
の
考
察
を
試
み
た
い
。

本
論
は
三
部
に
分
か
た
れ
る
。
先
ず
、
人
間
本
性
を
語
り
、
そ
こ
で
私
は
「
国
家
を
志
向
す
る
家
族
的
存
在
」
と
こ
れ
を
定
義
す
る
。

次
に
、
倫
理
的
・
法
的
存
在
と
し
て
の
人
間
と
人
間
本
性
の
発
展
能
力
を
論
じ
、
そ
う
し
た
前
提
を
踏
ま
え
た
上
で
、
更
に
、
歴
史
を

貫
い
て
繰
り
返
し
姿
を
現
す
人
間
の
特
別
の
性
質
、
訴
願
す
る
存
在
と
し
て
の
人
間
を
人
権
に
つ
い
て
の
考
察
と
関
連
付
け
る
こ
と
を

試
み
る
で
あ
ろ
う
。

人
間
の
（
自
然
）
本
性
を
説
明
し
、
根
拠
づ
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
人
間
を
特
に
家
族
的
存
在
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
が
適
切

（
１
）

で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
家
族
的
存
在
と
し
て
の
人
間
理
解
は
、
ョ
ハ
ネ
ス
・
メ
ス
ナ
ー
が
そ
の
著
書
で
詳
細
に
論
じ
て
い
る
こ
と

（
ウ
ニ

で
あ
る
。
メ
ス
ナ
ー
に
よ
れ
ば
、
人
間
に
お
い
て
自
然
法
（
則
）
は
客
観
的
主
観
的
作
用
様
式
が
相
互
に
内
的
に
結
び
つ
い
て
作
動
し

Ｉ
人
間
本
性
、
国
家
を
志
向
す
る
家
族
的
存
在

は
じ
め
に
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の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
そ
れ
ら
樫

法
原
理
は
内
容
空
虚
で
は
な
い
。

て
い
る
。
人
間
は
一
人
で
完
結
・
自
足
し
て
い
る
よ
う
な
存
在
で
あ
る
よ
り
遥
か
に
根
源
的
に
そ
し
て
ま
た
同
時
に
真
っ
先
に
家
族
的

存
在
で
あ
る
。

人
間
は
、
他
の
す
べ
て
の
生
物
同
様
、
自
己
完
成
と
自
己
充
足
を
求
め
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
善
と
エ
ウ
ダ
イ
モ
ニ
ァ
①
且
巴
ョ
○
．
菌

（
５
）

（
字
義
通
り
に
は
「
魂
の
善
き
さ
ま
」
）
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
誰
も
が
こ
れ
に
は
反
対
し
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
そ
こ
で
は
或

い
は
必
ず
し
も
同
じ
よ
う
に
理
解
が
さ
れ
て
い
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
問
題
に
は
余
裕
が
あ
れ
ば
後
述
し
た
い
。

（
６
）

人
間
が
そ
の
歴
史
上
常
に
家
族
共
同
体
の
中
で
生
活
し
て
来
た
と
い
う
こ
と
は
、
今
日
一
般
的
に
承
認
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ

と
は
こ
れ
に
言
及
す
れ
ば
足
り
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
周
知
の
こ
と
と
し
て
、
家
族
、
血
族
、
地
域
的
存
在
単
位
、
職
業
団
体
、

（
７
）

ポ
リ
ス
（
都
市
国
家
）
、
国
民
国
家
な
ど
と
い
う
様
々
な
共
同
体
や
社
会
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
諸
人
間
集
団
の
中
で
も
、
国
家

「
家
族
の
中
で
人
間
は
、
自
分
の
態
度
と
行
為
様
態
の
形
成
を
経
験
す
る
が
、
果
た
し
て
深
届
に
食
い
入
る
ほ
ど
ま
で
も
の
精
神

の
形
成
も
家
族
の
中
で
経
験
す
る
も
の
だ
。
家
族
共
同
体
の
中
で
人
間
は
社
会
的
存
在
及
び
個
人
的
存
在
と
し
て
の
彼
自
身
に
と
っ

て
幸
福
傾
動
の
実
現
を
追
求
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
そ
れ
故
に
価
値
追
求
に
お
い
て
真
に
有
益
で
あ
る
も
の
を
経
験
す
る
。
自
己
決

定
に
と
っ
て
人
間
本
性
に
適
合
し
た
行
為
様
態
へ
の
動
因
と
な
る
の
は
、
こ
う
し
た
家
族
共
同
生
活
を
送
る
際
に
本
性
に
よ
っ
て
要

（
３
）

求
さ
れ
る
直
接
的
な
経
験
で
あ
る
。
」

倫
理
的
な
ら
び
に
法
的
諸
原
理
は
、
そ
れ
故
に
自
然
法
諸
原
理
は
家
族
の
中
で
内
容
を
伴
う
と
い
う
仕
方
で
経
験
さ
れ
習
得
さ
れ
る

（
４
）

で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
相
異
な
る
様
々
な
領
域
で
も
そ
れ
に
応
じ
た
仕
方
で
応
用
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
自
然
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－
８
）

は
特
別
の
意
味
を
有
し
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
我
々
は
国
家
に
特
別
の
関
心
を
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ

れ
は
如
何
な
る
理
由
に
基
づ
い
て
で
あ
ろ
う
か
。
国
家
の
地
位
と
役
割
、
及
び
共
同
善
目
的
の
故
で
あ
る
。
別
の
言
い
方
を
し
て
み
よ

う
。
人
間
は
、
国
家
な
く
し
て
は
、
そ
し
て
国
家
の
中
に
於
い
て
に
あ
ら
ず
ん
ば
、
「
善
き
生
（
活
）
」
（
ｇ
園
目
）
を
送
る
こ
と
が
出

来
な
い
。
こ
れ
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
始
め
、
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
や
サ
ラ
マ
ン
カ
学
派
、
そ
し
て
ヨ
ハ
ネ
ス
・
メ
ス
ナ
ー

（
］
○
言
目
①
の
ご
①
の
②
。
①
『
）
や
ヘ
ル
ベ
ル
ト
・
シ
ャ
ン
ベ
ッ
ク
（
西
①
号
⑦
１
の
。
ｇ
ヨ
ワ
①
。
穴
）
、
そ
の
他
の
学
者
と
い
っ
た
現
代
の
主
張

（
９
）

者
等
に
到
る
伝
統
的
自
然
法
論
の
基
本
思
想
で
あ
る
。

人
間
は
、
そ
の
社
会
的
本
性
に
推
し
促
さ
れ
て
、
様
々
な
社
会
や
集
団
を
形
成
し
、
そ
の
中
で
生
き
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
人

王
０
．
｜

間
が
社
会
的
協
同
（
＆
①
館
の
ｍ
の
一
一
ｍ
。
言
昌
一
。
茸
⑦
宍
○
○
℃
の
国
璽
○
コ
）
を
通
じ
て
、
相
互
に
援
助
を
為
し
、
必
要
と
あ
ら
ば
犠
牲
を
も
厭

わ
ぬ
と
い
う
共
同
体
精
神
の
如
き
（
国
９
ｍ
）
が
存
在
す
る
場
合
に
、
そ
し
て
そ
の
態
勢
の
度
合
い
に
応
じ
て
、
可
能
と
な
る
。
何
れ

の
社
会
も
そ
れ
自
身
の
間
有
の
共
同
善
を
有
し
て
い
る
。
諸
社
会
が
ど
れ
程
も
の
を
生
み
出
し
得
た
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
社
会

統
合
は
成
し
遂
げ
ら
れ
な
い
。
爾
余
の
す
べ
て
の
社
会
に
優
越
し
て
、
個
々
人
及
び
社
会
の
多
種
多
様
な
活
動
に
一
種
の
調
和
を
も
た

ら
し
得
る
総
体
社
会
（
全
体
社
会
）
の
①
困
ョ
厨
①
、
①
房
。
富
津
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
総
体
社
会
は
国
家
に
外
な
ら
ず
、
自
然

法
論
者
に
よ
っ
て
一
般
的
に
完
全
社
会
の
Ｏ
ｇ
の
厨
い
で
①
風
の
ｎ
ｓ
と
呼
ば
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
国
家
は
、
政
治
的
形
相
に
よ
り
、
即

（
Ⅱ
）

ち
人
間
の
国
家
的
本
性
に
よ
り
、
そ
の
実
存
へ
と
到
る
。
国
家
の
目
的
は
、
ヨ
ハ
ネ
ス
・
メ
ス
ナ
ー
に
よ
れ
ば
、
「
人
間
本
性
の
完
全

現
実
性
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
共
同
体
の
自
衛
・
法
秩
序
並
び
に
一
般
的
福
祉
の
確
保
と
い
う
社
会
的
根
本
作
用
の
包
括

（
唯
）

的
か
つ
全
面
的
実
現
」
と
定
義
さ
れ
る
。

本
節
で
の
論
述
は
、
若
し
要
約
す
る
な
ら
、
国
家
を
志
向
す
る
家
族
的
存
在
と
し
て
の
人
間
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。
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一
卿
一

人
間
は
社
会
的
か
つ
個
人
的
本
性
の
も
の
で
、
社
会
的
協
同
に
依
存
し
て
い
る
。
こ
の
社
会
的
協
同
に
よ
っ
て
、
人
間
の
生
存
に
と
っ

て
決
定
的
に
重
要
な
も
の
が
す
べ
て
生
み
出
さ
れ
る
。
こ
れ
を
「
文
化
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
文
化
に
お
い
て
、
そ
し
て

文
化
を
通
じ
て
、
人
間
は
真
の
意
味
で
「
人
間
」
に
な
る
の
で
あ
る
。
文
化
の
（
あ
る
）
お
蔭
で
、
と
り
わ
け
伝
統
の
お
蔭
で
、
人
間

は
動
物
の
出
発
点
と
は
対
照
的
な
出
発
点
を
手
に
入
れ
る
。
動
物
は
常
に
同
じ
出
発
点
の
前
に
立
た
さ
れ
る
。
一
方
、
人
間
の
場
合
だ

と
、
彼
は
「
社
会
の
伝
統
か
ら
自
ら
の
完
全
な
発
展
に
と
っ
て
本
質
的
な
も
の
を
す
べ
て
受
け
取
る
。
即
ち
、
人
間
は
、
本
性
的
に
そ

（
肌
）

れ
へ
と
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
、
文
化
的
存
在
に
彼
が
な
る
た
め
の
も
の
を
、
自
ら
の
身
体
的
本
性
以
外
か
ら
獲
得
す
る
の
で
あ
る
。
」

こ
の
意
味
に
お
い
て
、
人
間
が
「
文
化
的
存
在
」
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
の
に
は
十
分
な
理
由
が
あ
る
。

歴
史
の
進
展
過
程
の
中
で
、
人
間
は
社
会
的
協
同
を
通
し
て
そ
れ
ま
で
の
文
化
に
常
に
何
か
新
し
い
も
の
を
追
加
し
、
よ
り
善
い
生

活
が
送
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
よ
り
正
確
を
期
す
な
ら
、
よ
り
善
い
生
活
が
送
れ
る
よ
う
努
力
を
払
っ
て
来
た
。
文
化
は
、
こ
の
よ
う

に
し
て
基
本
的
に
は
よ
り
豊
か
に
な
っ
て
来
た
。
人
間
は
原
初
か
ら
現
在
に
到
る
ま
で
家
族
の
中
で
生
き
て
来
た
。
人
間
は
そ
の
間
、

（
鰯
）

様
々
な
社
会
や
制
度
を
築
い
て
来
た
。
そ
れ
ら
の
内
の
一
つ
で
あ
っ
て
、
恐
ら
く
は
最
も
重
要
な
も
の
が
国
家
で
あ
る
。
こ
う
し
た
発

展
の
過
程
に
は
、
善
と
幸
福
を
求
め
て
止
ま
な
い
人
間
の
本
性
的
な
渇
望
な
し
傾
動
が
常
に
働
い
て
い
た
。
こ
の
幸
福
傾
動
は
、
し
か

し
な
が
ら
、
国
家
に
お
け
る
生
活
だ
け
で
満
足
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
幸
福
傾
動
に
促
さ
れ
て
人
間
は
、
更
に
国
家
の
限
界

（
国
境
）
を
越
え
て
遥
か
遠
方
ま
で
出
か
け
、
他
国
民
と
交
流
や
交
換
を
物
心
両
面
で
行
う
に
到
っ
た
。
こ
う
し
た
人
間
の
本
性
、
即

Ⅱ
倫
理
的
・
法
的
存
在
と
し
て
の
人
間
と
人
間
本
性
の
発
展
能
力
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ち
、
自
ら
の
世
界
を
広
げ
、
よ
り
善
い
生
活
を
送
り
、
新
し
い
経
験
を
積
む
と
い
っ
た
人
間
本
性
に
こ
そ
、
私
の
見
る
と
こ
ろ
、
唯
一

で
は
な
い
に
せ
よ
国
際
法
が
や
が
て
成
立
し
て
い
っ
た
股
も
重
要
な
前
提
の
一
つ
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
私
は
つ
い
先
ほ
ど
、

人
間
の
文
化
は
常
に
よ
り
豊
か
に
な
っ
て
来
た
と
述
べ
た
。
こ
の
こ
と
は
法
と
正
義
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
か
。
事
実
を

あ
る
が
ま
ま
に
見
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
れ
を
「
然
り
」
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
二
つ
の
例
を
挙
げ
よ
う
。

第
一
は
倫
理
的
意
識
に
関
わ
る
。
倫
理
的
並
び
に
法
的
意
繊
は
、
そ
れ
故
に
又
正
義
の
意
識
も
、
人
間
の
理
論
的
認
識
一
般
と
同
様

（
派
〉

に
、
発
展
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
連
関
で
文
化
の
成
長
法
則
と
し
て
の
価
値
法
則
に
関
す
る
メ
ス
ナ
ー
の
発
言
は
特
別
の
注
目
に
値

（
耐
）

す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
文
化
の
本
質
と
意
味
は
、
社
会
的
協
同
を
通
じ
て
個
人
的
人
間
性
の
前
提
を
創
出
し
生
存
充
足
を
拡
充
す
る
こ

と
に
あ
る
。
か
く
し
て
不
可
避
的
に
所
謂
分
業
が
成
立
す
る
。

こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
「
文
化
の
［
創
造
］
過
程
に
関
与
し
て
い
る
す
べ
て
の
集
団
が
、
文
化
的
な
生
存
充
足
の
た
め
の
前
提
と

可
能
性
を
そ
の
分
業
を
通
じ
て
創
造
し
て
い
る
質
量
内
容
に
応
じ
た
分
け
前
に
与
る
べ
き
要
求
の
適
切
妥
当
な
こ
と
を
知
っ
て
い
る
と

（
魁
）

い
う
こ
と
で
あ
る
。
」
彼
は
更
に
続
け
て
言
う
。
「
こ
う
し
た
要
求
に
関
す
る
特
定
の
認
識
の
う
ち
に
文
化
を
動
か
す
法
則
と
し
て
の
正

（
⑱
）

義
法
則
が
根
兼
し
て
い
る
。
」
自
然
法
の
再
生
力
、
と
り
わ
け
法
と
正
義
を
巡
る
戦
い
の
意
識
に
現
れ
る
自
然
法
の
傾
勤
力
を
想
起
さ

｛
抑
）

れ
た
い
。
そ
こ
に
は
メ
ス
ナ
ー
が
い
う
意
味
で
の
法
的
ア
プ
リ
オ
リ
が
働
い
て
い
る
。

第
二
の
例
は
、
こ
れ
は
法
と
正
義
の
力
動
性
な
し
動
態
性
と
の
連
関
で
特
に
注
目
し
た
い
点
で
あ
る
が
、
メ
ス
ナ
ー
に
よ
っ
て
見
事

に
更
な
る
展
開
を
み
た
「
今
日
の
万
民
法
」
（
Ｓ
ｍ
ゴ
の
昌
侭
①
旨
の
ｍ
の
昌
匡
日
）
と
い
う
内
容
に
関
わ
る
。
刀
民
法
と
い
う
と
、
市
民

法
（
旨
の
ｇ
皇
の
）
と
対
比
さ
れ
る
ロ
ー
マ
の
万
民
法
が
想
起
さ
れ
る
こ
と
し
ば
し
ば
で
あ
り
、
せ
い
ぜ
い
後
に
国
際
法
と
し
て
発
展

し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
「
諸
国
民
（
民
族
）
間
で
の
ユ
ー
ス
と
し
て
の
万
民
法
」
（
旨
め
い
の
昌
旨
ョ
昌
旨
の
冒
蔚
『
ぬ
①
貝
の
②
）
が

理
解
さ
れ
る
程
度
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
形
式
は
「
歴
史
的
意
義
（
形
態
）
に
お
け
る
万
民
法
」
と
一
括
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
こ
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こ
で
し
か
し
万
民
法
の
起
源
を
更
に
問
う
な
ら
ば
、
事
実
上
の
起
源
は
経
験
と
結
び
つ
い
た
自
然
的
法
良
心
の
影
響
の
も
と
習
俗
と
法

（
剛
）

慣
習
が
発
展
し
た
と
い
う
こ
と
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
認
識
に
我
々
は
辿
り
着
く
。
一
度
こ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
た

（
狸
）

か
ら
に
は
、
メ
ス
ナ
ー
が
、
万
民
法
は
「
応
用
自
然
法
原
理
の
増
大
し
て
い
く
遺
産
の
宝
庫
」
で
あ
る
と
主
張
す
る
理
由
が
容
易
に
理
解
す

る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
う
し
た
考
察
を
踏
ま
え
た
上
で
メ
ス
ナ
ー
は
、
法
原
理
の
全
体
、
例
え
ば
良
心
の
自
由
、
宗
教
活
動
の
自
由
、
言
論

の
自
由
、
結
社
な
ど
の
自
由
が
「
今
日
の
発
達
段
階
に
お
け
る
諸
民
族
の
自
然
的
法
意
識
」
（
§
の
ｇ
Ｂ
１
－
ｇ
①
”
①
ｏ
言
い
ウ
①
言
昌
厨
①
ヨ

ロ
の
『
ぐ
。
房
の
『
四
具
。
①
『
茸
の
昌
侭
の
ロ
の
冒
苛
の
①
旨
の
『
両
国
冒
一
。
画
目
的
）
で
あ
る
と
言
い
、
そ
れ
故
に
、
そ
れ
ら
諸
原
理
の
総
体
が

（
麺
）

「
今
日
の
万
民
法
」
を
形
作
っ
て
い
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

我
々
は
ヨ
ハ
ネ
・
パ
ウ
ロ
二
世
の
社
会
回
勅
ｏ
の
貝
①
の
冒
匡
の
自
目
の
の
第
二
一
番
に
．
白
○
ぐ
匡
日
Ｅ
ｍ
ｍ
①
昌
旨
冒
震
と
い
う
用
語
を

見
出
す
。
こ
れ
は
独
語
版
で
＄
①
ヨ
ロ
２
の
め
ぐ
。
房
①
ｑ
①
。
三
富
、
英
語
版
で
・
書
四
コ
①
言
１
ｍ
三
○
開
口
農
○
口
の
震
、
そ
し
て
邦
語
版
で

（
湖
）

「
新
し
い
諸
国
民
の
権
利
」
と
訳
出
さ
れ
て
い
る
。
私
に
は
、
ラ
テ
ン
用
語
が
そ
の
ま
ま
他
の
現
代
諸
語
に
よ
る
回
勅
訳
と
し
て
用
い

ら
れ
、
少
な
く
と
も
併
記
さ
れ
た
な
ら
ば
ど
れ
ほ
ど
適
切
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
回
勅
と
力

動
的
自
然
法
理
論
と
の
適
切
な
連
関
が
保
た
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
ヨ
ハ
ネ
ス
・
メ
ス
ナ
ー
が
説
い
た
次
の
一
文

を
こ
こ
で
引
用
す
る
こ
と
が
至
当
で
あ
る
。

「
万
民
法
は
決
し
て
歴
史
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
だ
け
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
そ
の
歴
史
自
身
が
、
現
代
を
も
貫
徹

（
蕊
）

す
る
発
展
性
格
を
証
言
し
て
い
る
。
」
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前
節
で
我
々
は
今
日
の
万
民
法
に
関
す
る
ヨ
ハ
ネ
ス
・
メ
ス
ナ
ー
の
見
解
を
紹
介
し
た
。
今
日
の
万
民
法
を
形
成
す
る
法
原
理
の
目

録
は
、
例
え
ば
一
九
四
八
年
一
二
月
一
○
日
に
国
際
連
合
総
会
で
可
決
さ
れ
た
世
界
人
権
宣
言
ロ
ヨ
ぐ
の
『
の
四
一
口
⑦
。
一
日
農
○
コ
ｏ
｛

西
匡
ョ
自
国
、
三
②
ｅ
の
丙
一
画
『
畠
○
口
。
の
『
三
目
の
ｇ
①
日
①
。
言
①
）
を
参
照
し
て
作
成
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
或
い
は
又
、
一
九

六
六
年
一
二
月
一
六
日
の
人
権
に
関
す
る
二
つ
の
条
約
、
即
ち
、
市
民
的
及
び
政
治
的
権
利
に
関
す
る
条
約
、
並
び
に
、
経
済
的
・
社

会
的
及
び
文
化
的
権
利
に
関
す
る
条
約
冒
扇
目
呂
○
目
一
○
○
ぐ
⑦
目
貝
ｏ
ｐ
Ｑ
昌
自
口
勺
ｏ
一
言
８
一
四
ｍ
三
ｍ
ｍ
目
弓
昌
の
日
豊
○
目
一

○
○
ぐ
①
ご
画
ロ
庁
○
国
向
○
○
口
○
ヨ
ー
ｐ
の
○
ｇ
四
一
四
口
。
○
巳
庁
匡
『
巴
詞
一
い
す
扇
（
。
①
『
宅
四
丙
芹
働
ウ
の
『
す
ロ
『
ぬ
①
ユ
ー
。
ゴ
の
匡
己
Ｑ
で
○
一
一
二
②
、
毒
の
”
の
○
宮
↓
の

｛
齢
）

目
。
。
①
『
勺
四
冨
号
の
『
目
『
房
。
言
三
一
ｏ
彦
①
、
切
○
噛
邑
の
目
。
百
一
旨
『
の
一
一
①
”
の
ｎ
頁
の
）
を
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

人
権
は
、
そ
の
不
可
譲
性
と
絶
対
性
が
語
ら
れ
、
少
な
く
と
も
基
本
的
人
権
の
自
明
性
の
①
一
ご
め
扇
ヨ
②
一
○
三
侭
（
の
①
一
｛
‐
①
く
こ
①
具
）
が
語
ら

一
七
七
六
年
七
月
四
日
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
独
立
宣
言
に
は
以
下
の
文
が
見
ら
れ
る
。
「
わ
れ
わ
れ
は
、
自
明
の
真
理
と
し
て
、
す

べ
て
の
人
は
平
等
に
造
ら
れ
、
造
物
主
に
よ
っ
て
、
一
定
の
奪
い
が
た
い
天
賦
の
権
利
を
付
与
さ
れ
、
そ
の
な
か
に
生
命
、
自
由
お
よ

｜
訂
｝

び
幸
福
の
追
求
の
含
ま
れ
る
こ
と
を
信
ず
る
。
」
そ
し
て
、
一
七
八
九
年
の
フ
ラ
ン
ス
人
権
宣
一
言
（
ロ
の
。
一
四
『
昌
○
。
。
⑦
の
ロ
『
目
の
。
①

一
画
○
日
日
①
ｇ
Ｑ
８
篇
。
。
①
弓
＄
皿
「
人
及
び
市
民
の
権
利
の
宣
言
」
）
に
は
同
様
の
文
言
が
見
ら
れ
る
。
「
人
は
、
自
由
か
つ
椎

（
調
一

利
に
お
い
て
平
等
な
も
の
と
し
て
出
生
し
、
か
つ
生
存
す
る
。
社
会
的
差
別
は
、
共
同
の
利
益
の
上
に
の
み
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
」

れ
る
。

Ⅲ
訴
願
す
る
存
在
と
し
て
の
人
間
、
人
権
に
つ
い
て
の
考
察
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両
宣
言
は
、
す
べ
て
の
人
間
が
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
、
或
い
は
本
性
か
ら
し
て
平
等
に
創
造
さ
れ
て
い
る
と
言
う
。
こ
れ
は
当
た
っ

て
い
る
だ
ろ
う
か
。
人
間
は
誰
で
も
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
本
当
に
平
等
だ
ろ
う
か
。
或
る
者
は
こ
れ
を
肯
定
す
る
で
あ
ろ
う
。
又
、

別
の
者
は
こ
れ
を
反
対
に
否
定
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
一
キ
ロ
の
黒
い
剛
球
と
一
羽
の
カ
ラ
ス
を
比
較
し
て
誰
か
が
剛
球
は
カ
ラ
ス
と

同
じ
で
あ
る
と
か
な
い
と
か
言
っ
た
り
、
或
い
は
剛
球
は
カ
ラ
ス
よ
り
若
い
と
か
言
っ
た
り
し
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
。
普
通
で
あ
れ
ば
、

何
か
チ
グ
ハ
グ
で
、
そ
れ
だ
け
で
は
意
味
を
な
さ
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
カ
ラ
ス
が
一
キ
ロ
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
剛
球
と
カ
ラ
ス
を

比
較
し
て
同
じ
重
さ
で
あ
る
と
か
言
う
こ
と
に
は
意
味
が
あ
る
し
、
そ
の
発
言
は
真
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
又
、
す
べ
て
の

カ
ラ
ス
は
黒
い
と
誰
か
が
言
っ
た
な
ら
、
そ
の
発
言
が
事
実
に
対
応
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
検
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
て
、
先
に
見
た
人
権
宣
言
の
中
に
見
ら
れ
る
「
す
べ
て
の
人
間
は
平
等
で
あ
る
ｏ
」
と
い
う
言
明
は
ど
う
評
価
さ
れ
得
る
だ
ろ
う

か
。
平
等
だ
と
す
れ
ば
、
ど
う
い
う
観
点
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
人
間
の
何
処
或
い
は
何
に
着
目
し
て
、
す
べ
て
の
人
間
が
平
等
で
あ
る

と
比
較
検
討
さ
れ
得
る
の
か
、
そ
れ
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
皮
間
の
色
が
そ
う
な
の
か
。
頭
脳
の
活
動
が
か
。
計
算
力

が
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
他
い
ろ
い
ろ
と
比
較
検
討
す
る
事
項
を
挙
げ
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
我
々
は
、
こ
れ
ま
で
列
挙

し
て
き
た
も
の
と
は
何
か
相
違
す
る
も
の
が
そ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
気
付
く
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、
そ
れ
は
人

間
の
性
質
の
う
ち
何
か
よ
り
深
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
す
べ
て
の
人
間
は
理
性
に
お
い
て
平
等
だ
ろ
う
か
。
万
人
は
人
間
性
に
お
い
て

平
等
だ
ろ
う
か
。
厳
密
に
言
え
ば
、
人
間
は
誰
も
が
身
体
的
に
も
、
精
神
的
に
も
、
外
見
上
も
、
内
面
的
な
徳
に
即
し
て
み
て
も
、
平

（
湖
｝

等
で
は
な
い
よ
う
に
私
に
は
見
え
る
。
そ
れ
で
も
、
私
は
、
す
べ
て
の
人
間
は
（
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
）
平
等
で
あ
る
と
い
う
こ
と

を
肯
定
し
よ
う
と
思
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
ど
う
し
て
可
能
で
あ
ろ
う
か
。

基
本
的
人
権
の
種
類
を
眺
め
て
み
よ
う
。
生
存
権
は
、
飢
餓
や
極
限
状
態
に
お
い
て
は
明
ら
か
に
所
有
権
（
私
有
財
産
権
）
に
優
先

（
”
）

す
る
。
両
基
本
権
は
、
そ
う
し
た
場
合
に
は
両
立
し
得
な
い
。
事
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。
ボ
ー
ト
に
一
一
人
が
乗
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
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何
ら
か
の
事
由
か
ら
ボ
ー
ト
は
最
早
一
人
の
重
さ
を
し
か
支
え
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
場
合
、
二
人
の
う
ち
ど

ち
ら
が
不
可
譲
の
自
然
的
生
存
権
を
有
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
古
代
か
ら
し
ば
し
ば
議
論
さ
れ
て
来
た
問
題
で
あ
る
。
人
間

は
、
果
た
し
て
絶
対
的
生
存
権
を
有
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

我
々
は
歩
を
更
に
前
進
さ
せ
よ
う
。
「
万
人
は
平
等
に
造
ら
れ
て
い
る
。
」
と
言
わ
れ
る
。
す
べ
て
の
人
は
、
「
造
物
主
に
よ
っ
て
一

定
の
不
可
識
の
諸
権
利
を
賦
与
さ
れ
て
い
る
（
四
『
の
⑦
且
○
急
の
。
ｇ
号
①
一
『
。
『
①
画
８
『
昌
号
８
『
国
旨
目
四
一
一
①
目
ウ
ー
①
詞
侭
言
ｍ
）
」
。

そ
れ
ら
諸
権
利
の
内
に
、
「
生
命
、
自
由
、
幸
福
追
求
（
巨
『
①
、
匡
ロ
①
『
ｑ
，
四
目
弓
①
勺
昌
の
匡
詳
。
『
題
画
ｇ
ヨ
の
ｍ
の
）
」
が
含
ま
れ
る
。

こ
う
し
た
宣
言
文
は
、
我
々
を
欺
く
も
の
な
の
か
否
か
。
そ
れ
ら
は
或
る
意
味
で
は
誤
り
で
あ
り
、
別
の
意
味
で
は
正
し
い
。
存
在
文

に
は
少
な
く
と
も
二
つ
の
用
法
が
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
「
私
は
人
間
で
あ
る
。
」
と
い
う
文
は
、
確
か
に
私
が
人
間
で
あ
る
と
い
う
事

実
を
記
述
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
例
え
ば
、
漫
画
で
猫
が
「
私
は
人
間
で
あ
る
。
」
な
ど
と
発
言
し
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
漫
画
の
世
界

の
話
で
は
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
発
話
者
た
る
「
私
」
は
人
間
で
は
な
く
猫
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
事
実
に
相
違
し
て
お
り
、
誤
っ
た
文

で
あ
る
。
同
じ
文
が
看
板
に
書
か
れ
て
い
た
場
合
は
、
例
え
ば
、
或
る
デ
モ
行
進
の
中
で
掲
げ
ら
れ
て
い
た
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
場
合
は
、
「
私
は
人
間
で
あ
る
。
」
と
か
、
寧
ろ
、
「
私
だ
っ
て
人
間
だ
。
」
と
か
「
私
だ
っ
て
同
じ
人
間
だ
。
」
と
い
う
趣
旨
を
含

ん
で
お
り
、
よ
り
明
瞭
に
表
現
す
る
と
、
単
に
私
が
人
間
と
い
う
樋
に
属
し
て
い
る
か
ら
確
か
に
人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、

私
も
他
の
人
と
同
様
の
「
人
間
ら
し
い
扱
い
を
受
け
た
い
。
」
と
か
「
よ
り
高
い
賃
金
報
酬
を
受
け
た
い
。
」
と
か
「
よ
り
豊
か
な
生
活

を
送
り
た
い
。
」
な
ど
と
い
っ
た
要
求
を
含
ん
で
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
若
し
こ
の
同
じ
文
を
裁
判
官
が
法
廷
で
口
に
し
た
ら

ど
う
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
被
告
人
に
対
す
る
人
間
的
な
同
情
心
を
吐
露
し
て
い
る
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
以
上
を
要
す
る

に
、
私
が
言
い
た
い
こ
と
は
、
同
じ
「
私
は
人
間
で
あ
る
。
」
と
い
う
存
在
の
叙
述
文
が
二
つ
の
愈
味
を
担
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、

即
ち
、
醐
実
的
な
意
味
と
道
徳
的
（
な
い
し
倫
理
的
）
意
味
を
担
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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人
権
に
つ
い
て
は
、
そ
の
発
展
を
、
し
か
も
法
思
想
史
上
の
そ
れ
を
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
二
十
世
紀
は
人
権
の
世
紀
で
あ
っ

た
と
し
ば
し
ば
言
わ
れ
る
。
し
か
し
、
或
い
は
そ
れ
に
「
戦
争
の
」
世
紀
を
追
加
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
人
間
は
、

何
時
権
利
に
つ
い
て
問
い
始
め
、
そ
の
問
い
に
取
り
組
み
始
め
た
の
だ
ろ
う
か
。
次
に
そ
れ
に
つ
い
て
考
え
よ
う
。

化
的
な
も
の
の
内
面
化
で
あ
る
。

人
間
は
、
一
年
も
す
れ
ば
徐
々
に
二
足
歩
行
を
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
後
、
周
囲
や
環
境
か
ら
多
く
の
物
事
を
、
と
り
わ
け
伝
統

と
い
う
形
式
に
お
い
て
生
活
す
る
上
で
並
要
な
事
柄
を
習
得
す
る
。
そ
れ
は
「
社
会
的
に
形
成
さ
れ
た
態
度
と
い
う
形
式
で
承
継
さ
れ

｛
狐
｝

た
行
動
様
式
」
を
含
む
。
「
こ
れ
ら
態
度
は
、
表
象
様
式
、
思
考
様
式
（
言
語
）
、
真
理
確
信
、
価
値
確
信
、
法
（
権
利
）
確
信
に
基
づ

（
型
）

く
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
は
全
体
で
、
そ
こ
に
お
い
て
人
間
が
成
長
す
る
伝
統
を
成
す
。
伝
統
は
、
基
礎
的
な
文
化
現
象
で
あ
る
。
」
成

長
す
る
と
は
、
個
々
人
に
と
っ
て
は
、
文
化
を
独
得
す
る
こ
と
で
あ
り
、
人
格
性
の
形
成
で
あ
り
、
同
時
に
ま
た
社
会
的
な
ら
び
に
文

立
し
、
人
間
は
垂

ら
ず
、
何
故
我
堅

の
で
あ
ろ
う
か
。

人
間
は
、
房

以
上
述
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
人
権
宣
言
の
意
味
が
我
々
に
明
ら
か
に
な
っ
て
来
た
。
独
立
宣
言
に
盛
り
込
ま
れ
た
諸
命
題
は
、
単
な

る
人
間
の
事
実
を
描
写
し
た
も
の
で
は
な
く
、
道
徳
倫
理
上
の
要
求
・
訴
願
を
表
現
し
た
も
の
と
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
我

ら
は
こ
れ
ら
真
理
が
自
明
で
あ
る
と
考
え
る
。
」
と
い
う
文
言
は
、
確
か
に
文
字
通
り
「
真
理
」
で
あ
る
。
し
か
も
、
道
徳
的
真
理
で

あ
る
。
「
道
徳
的
」
と
い
う
語
を
私
は
こ
こ
で
「
倫
理
的
」
と
同
じ
意
味
で
用
い
て
い
る
。
私
の
こ
こ
で
の
関
心
は
、
事
実
に
関
す
る

道
徳
的
な
考
察
に
置
か
れ
て
い
る
。
単
な
る
事
実
を
ど
れ
ほ
ど
集
め
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
そ
こ
か
ら
何
ら
道
徳
も
倫
理
も
生
れ
は
し
な

い
。
こ
こ
で
答
え
ら
れ
る
べ
き
問
い
が
顔
を
出
す
。
事
柄
が
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
主
観
的
意
味
で
の
法
つ
ま
り
権
利
が
道
徳
的
に
成

立
し
、
人
間
は
そ
れ
故
に
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
（
或
い
は
本
性
的
に
）
そ
れ
を
有
す
る
の
で
は
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
も
拘

ら
ず
、
何
故
我
々
は
、
人
間
は
基
本
的
人
権
を
有
す
る
と
か
、
権
利
は
人
間
に
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
な
ど
と
言
う

8３（熊本法学122号'11）
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お
よ
そ
二
千
五
百
年
前
の
ギ
リ
シ
ャ
の
こ
と
、
当
時
ギ
リ
シ
ャ
で
は
、
様
々
な
事
柄
に
つ
い
て
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
事
柄
に
つ
い
て

考
察
が
為
さ
れ
た
。
人
間
の
権
利
に
つ
い
て
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
は
ソ
ポ
ク
レ
ー
ス
の
ギ
リ
シ
ャ
悲
劇
「
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
」

｛
”
）

を
取
り
上
げ
て
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
を
よ
り
深
め
て
可
能
な
限
り
重
要
な
点
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
。

ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
は
テ
ー
バ
イ
王
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
の
娘
で
、
二
人
の
兄
弟
エ
テ
オ
ク
レ
ス
と
ポ
リ
ュ
ネ
イ
ケ
ス
、
一
人
の
妹
イ
ス
メ
ー

ネ
ー
が
あ
っ
た
。
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
王
亡
き
後
、
二
人
の
兄
弟
は
瓦
い
に
争
い
、
戦
い
の
中
で
討
ち
死
に
し
た
。
新
し
く
王
位
に
即
い
た

ク
レ
オ
ン
は
、
国
家
に
反
逆
し
た
ポ
リ
ュ
ネ
ィ
ヶ
ス
を
埋
葬
し
た
者
は
死
刑
に
処
せ
ら
る
く
し
と
い
う
命
令
（
徒
）
を
出
し
た
。
ア
ン

テ
ィ
ゴ
ネ
ー
は
妹
イ
ス
メ
ー
ネ
ー
に
自
分
の
計
画
を
話
し
た
が
、
妹
は
姉
の
計
画
を
受
け
入
れ
ず
こ
れ
に
加
担
し
な
か
っ
た
。
ア
ン
テ
ィ

ゴ
ネ
ー
は
一
人
で
兄
の
埋
葬
を
遂
行
す
る
。
と
こ
ろ
が
現
行
犯
で
捕
え
ら
れ
、
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
は
ク
レ
オ
ン
の
前
に
引
き
立
て
ら
れ

た
。
国
王
の
「
で
は
、
そ
れ
な
の
に
、
大
そ
れ
た
、
そ
の
碇
を
冒
そ
う
と
お
前
は
し
た
の
か
。
」
と
の
問
い
に
、
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
は

以
下
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。

だ
っ
て
も
別
に
、
お
布
令
を
出
し
た
お
方
が
ゼ
ウ
ス
さ
ま
で
は
な
し
、
彼
の
世
を
お
さ
め
る
神
々
と
い
っ
し
ょ
に
お
い
で
の
、
正

義
の
女
神
が
、
そ
う
し
た
徒
を
、
人
間
の
世
に
お
建
て
に
な
っ
た
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
あ
な
た
の
お
布
令
に
、
そ
ん
な
力

が
あ
る
と
も
思
え
ま
せ
ん
で
し
た
も
の
、
啓
き
記
さ
れ
て
は
い
な
く
て
も
揺
ぎ
な
い
神
さ
ま
方
が
お
定
め
の
徒
を
、
人
間
の
身
で
破

り
す
て
が
で
き
よ
う
な
ど
と
。

だ
っ
て
も
そ
れ
は
今
日
や
昨
日
の
こ
と
で
は
け
し
て
な
い
の
で
す
、
こ
の
定
り
は
い
つ
で
も
、
い
つ
ま
で
も
、
生
き
て
る
も
の
で
、

（
洲
）

い
つ
で
き
た
の
か
知
っ
て
る
人
さ
え
あ
り
ま
せ
ん
。

(熊本法学122号'11）８４
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（
躯
）

我
々
は
、
も
う
暫
ノ
、
、
両
者
の
言
い
分
に
聴
き
入
ろ
う
。

ク
レ
オ
ン
お
前
一
人
だ
、
カ
ド
モ
ス
の
市
民
の
う
ち
で
、
そ
ん
な
意
見
を
も
っ
て
い
る
の
は
。

ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
こ
の
方
々
も
同
じ
で
す
わ
、
あ
な
た
を
側
り
、
口
を
つ
ぐ
ん
で
い
る
だ
け
で
。

ク
レ
オ
ン
お
前
は
恥
と
思
わ
な
い
の
か
、
み
な
の
よ
う
な
弁
え
を
持
っ
て
い
な
い
の
を
。

ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
何
が
恥
で
し
ょ
う
、
本
当
の
兄
を
大
切
に
し
た
っ
て
。

ク
レ
オ
ン
い
や
、
も
し
も
お
前
が
、
非
道
な
、
者
へ
も
同
じ
い
勤
め
を
す
る
な
ら
な
。

ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
で
も
、
別
に
、
奴
隷
じ
ゃ
な
し
に
、
兄
弟
で
し
た
わ
、
死
ん
だ
方
は
。

ク
レ
オ
ン
こ
の
国
を
攻
め
陥
そ
う
と
か
か
っ
て
な
◎
こ
ち
ら
は
、
護
っ
て
立
っ
た
と
い
う
の
に
。

ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
と
も
か
く
彼
の
世
は
、
そ
う
し
た
勤
行
を
求
め
る
の
で
す
。

ク
レ
オ
ン
だ
が
、
良
い
者
が
、
悪
人
と
同
じ
も
て
な
し
を
受
け
て
は
す
ま
さ
れ
な
い
。

ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
誰
が
知
っ
て
ま
し
ょ
う
、
そ
れ
が
あ
の
世
で
ま
だ
、
さ
し
つ
か
え
る
か
。

ク
レ
オ
ン
い
や
、
け
っ
し
て
仇
が
、
死
ん
だ
と
て
、
味
方
に
な
り
は
し
な
い
ぞ
。

ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
い
え
、
け
し
て
、
私
は
、
憎
し
み
を
頒
け
る
の
で
は
な
く
、
愛
を
頒
け
る
と
生
れ
つ
い
た
の
。

8５（熊本法学122号'１１）
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ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
は
我
々
の
内
心
を
激
し
く
揺
さ
ぶ
る
。
そ
の
心
の
震
憾
は
幾
つ
か
の
段
階
乃
至
次
元
に
即
し
て
分
析
で
き
よ
う
。

第
一
に
、
我
々
は
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
に
同
情
す
る
が
、
そ
れ
は
、
兄
の
死
体
が
埋
葬
さ
れ
な
い
ま
ま
放
置
さ
れ
る
に
も
拘
ら
ず
、
彼
女

が
王
の
徒
故
に
何
も
為
し
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
第
二
に
、
人
間
の
徒
が
彼
女
を
傷
つ
け
て
い
る
こ
と
が
忍
び
な
い
。
こ
れ
は
現
行
法

や
現
行
政
治
権
力
に
よ
っ
て
塗
炭
の
苦
し
み
を
嘗
め
ざ
る
を
得
な
い
者
に
対
し
て
我
々
が
抱
く
共
通
の
感
情
で
あ
る
。
第
三
に
、
人
定

法
の
侵
害
が
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
の
犠
牲
と
い
う
代
償
を
通
し
て
（
も
ち
ろ
ん
悲
劇
と
い
う
文
学
形
式
を
通
し
て
で
は
あ
る
が
、
は
っ
き

り
と
）
、
人
間
た
る
も
の
、
権
力
を
誤
用
・
悪
用
・
濫
用
し
て
人
々
を
苦
し
め
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
結
論
が
導
出
さ
れ
る
と
い
う
こ

と
が
亜
要
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
結
論
は
、
我
々
が
前
に
掲
げ
た
定
式
、
人
権
宣
言
の
文
言
に
結
晶
化
す
る
。
ア
ル
フ
レ
ー
ト
・
フ
ェ

ァ
ド
ロ
ス
は
、
悲
劇
作
家
た
ち
に
お
い
て
神
々
の
法
と
人
間
の
法
と
の
間
で
生
じ
得
る
衝
突
に
関
し
て
全
く
新
し
い
思
想
が
誕
生
し
た

（
”
）

と
指
摘
し
て
い
る
。
我
々
は
更
に
、
こ
こ
に
人
権
宣
言
（
の
輔
神
）
が
産
声
を
あ
げ
て
誕
生
し
た
と
言
い
得
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

ク
レ
オ
ン
は
、
し
か
し
、
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
に
対
し
て
聞
く
耳
を
も
た
ず
、
彼
女
を
即
刻
死
刑
に
処
す
よ
う
固
執
し
た
。
「
で
も
、

ど
ん
な
神
々
の
徒
を
犯
し
た
と
い
う
の
で
し
ょ
う
。
…
…
だ
っ
て
、
ま
っ
た
く
、
道
を
守
る
心
ば
か
り
に
、
道
に
は
ず
れ
た
と
言
わ
れ

（
州
一

る
の
だ
か
ら
。
」
国
王
の
息
子
で
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
の
許
婚
ハ
イ
モ
ン
は
、
父
で
あ
る
国
王
に
死
刑
命
令
を
撤
回
さ
せ
よ
う
と
試
み
る

が
、
こ
れ
を
達
し
得
ず
。
花
嫁
の
死
骸
の
あ
る
岩
穴
の
部
屋
で
自
決
す
る
。
こ
れ
に
続
い
て
、
ハ
イ
モ
ン
の
母
、
即
ち
王
の
妃
エ
ウ
リ

デ
ィ
ヶ
ー
も
自
害
し
た
。
以
上
が
悲
劇
の
粗
筋
で
あ
る
。

(熊本法学122号‘11）８６
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我
々
は
、
前
節
で
悲
劇
「
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
」
を
手
掛
か
り
に
、
人
権
宣
言
が
何
時
、
そ
し
て
如
何
に
し
て
成
立
し
た
の
か
を
、
よ

り
正
確
に
述
べ
る
な
ら
ば
、
人
権
宣
言
が
成
立
す
る
た
め
の
背
景
と
し
て
、
即
ち
、
人
権
が
人
権
と
し
て
意
味
を
有
し
て
成
立
す
る
た

め
に
は
何
が
少
な
く
と
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
を
考
え
て
み
た
。
憲
法
の
教
科
書
は
、
通
例
、
人
権
問
題
を
近
世
の
問
題
と

位
置
づ
け
、
そ
の
歴
史
的
視
野
を
せ
い
ぜ
い
マ
グ
ナ
カ
ル
タ
ま
で
遡
及
さ
せ
る
に
と
ど
ま
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
に

描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
人
権
問
題
に
関
す
る
人
間
の
意
識
は
遥
か
に
古
い
。
し
か
も
、
こ
れ
は
人
間
の
意
識
が
記
録
に
残
さ
れ
て
い

る
一
例
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
人
間
の
意
識
は
そ
れ
以
前
に
ま
で
遡
る
に
違
い
な
い
。

最
後
に
私
は
若
干
の
注
目
に
値
す
る
点
を
指
摘
し
て
み
た
い
。
第
一
点
は
、
椛
利
が
語
ら
れ
る
処
で
は
訴
願
が
問
題
と
さ
れ
得
る
こ

と
に
関
わ
る
。
第
二
点
は
、
訴
願
は
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
の
悲
劇
で
は
根
源
的
に
は
人
定
法
外
の
、
即
ち
道
徳
的
な
性
質
の
も
の
で
あ
ら

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
が
反
転
し
て
、
人
間
は
自
然
的
権
利
（
自
然
権
）
を
賦
与
さ
れ
て
お
り
、
権
利
は
神
々
に
よ
っ
て
保
障

さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
関
わ
る
。
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
は
ク
レ
オ
ン
に
訴
願
す
る
に
当
た
っ
て
、
神
的
な
法
に
依
拠
し
た
。
個
人
は

支
配
権
力
を
前
に
し
て
は
あ
ま
り
に
も
弱
い
。
個
人
が
権
力
に
よ
っ
て
自
ら
の
権
利
を
侵
害
さ
れ
た
場
合
、
何
に
依
拠
し
て
彼
は
自
ら

の
権
利
を
擁
護
し
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
或
る
者
は
神
に
訴
え
る
で
あ
ろ
う
。
他
の
者
は
、
神
々
に
訴
願
す
る
で
あ
ろ
う
。
神
を
知
ら
な

い
者
な
ら
ば
、
天
で
あ
る
と
か
自
然
で
あ
る
と
か
に
祈
願
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
見
え
て
く
る
の
は
、
人
間
は
そ
の
本

性
か
ら
し
て
少
な
く
と
も
超
人
間
的
な
権
威
を
不
可
避
的
に
必
要
と
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
三
点
は
、
人
定
法
な
い
し
実
定
法

結
語

8７（熊本法学122号'11）
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我
々
人
間
は
、
様
々
な
社
会
を
形
成
し
、
そ
の
中
で
、
そ
し
て
同
胞
仲
間
と
一
緒
に
生
活
を
す
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
常
に
善
き
生

活
の
故
に
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
こ
そ
国
家
も
、
法
律
も
、
権
利
も
そ
の
他
諸
々
の
制
度
も
が
存
在
す
る
。
事
情
に
よ
っ
て
は
、
そ
し

て
今
日
で
も
な
お
、
人
間
の
権
利
が
国
家
に
よ
っ
て
、
或
い
は
他
の
人
々
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
る
。
他
者
に
よ
る
権
利
侵
害
、
法
侵
害

を
防
ぐ
た
め
に
何
が
為
さ
れ
得
る
だ
ろ
う
か
。
他
者
の
訴
願
に
聴
き
入
ろ
う
と
す
る
態
度
は
何
よ
り
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
他
者
の
訴
願
・

祈
願
か
ら
重
要
な
内
容
を
聞
き
取
ろ
う
と
す
る
こ
と
は
、
他
者
を
人
格
と
し
て
尊
重
す
る
と
い
う
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
本

稿
の
考
察
を
通
し
て
暗
示
さ
れ
る
こ
と
は
、
人
間
が
そ
の
本
性
か
ら
し
て
国
家
を
志
向
す
る
家
族
的
存
在
で
あ
る
こ
と
、
同
時
に
人
間

（
犯
）

を
超
越
す
る
権
威
へ
の
参
与
を
求
め
る
存
在
で
あ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
自
己
超
越
性
が
人
間
本
性
に
内
在
す
る
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
。

本
題
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
る
べ
き
事
項
は
ま
だ
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
、
私
は
他
者
を
訴
願
す
る
人
格
と
し
て
承
認
し
、
尊

重
す
る
こ
と
が
極
め
て
大
切
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
こ
そ
拙
論
の
考
察
を
通
じ
て
達
し
た
一
応
の
結
論
で
あ
る
こ
と
を
確
信
し
て
い
る
。

誰
で
あ
れ
、
人
間
は
こ
う
し
た
事
態
を
理
解
し
受
容
す
る
こ
と
へ
と
本
性
か
ら
し
て
謂
わ
ば
櫛
造
的
に
傾
け
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
そ
の

能
力
を
有
す
る
。
私
の
観
る
と
こ
ろ
、
こ
れ
は
人
間
本
性
の
基
本
的
構
造
と
そ
れ
に
直
接
由
来
す
る
法
的
倫
理
的
基
本
原
理
の
洞
見
を

重
視
し
そ
こ
か
ら
法
的
諸
問
題
（
法
の
起
源
、
本
性
、
多
元
櫛
造
、
権
利
の
存
在
、
国
家
の
本
性
及
び
諸
課
題
）
を
考
察
し
よ
う
と
努

（
糊
）

め
た
ヨ
ハ
ネ
ス
・
メ
ス
ナ
ー
の
自
然
法
倫
理
学
の
基
本
思
想
に
一
致
す
る
。

間
を
語
っ
た
。

は
、
慣
習
や
法
文
か
ら
成
立
す
る
も
の
で
、
そ
れ
は
そ
れ
で
理
由
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
慣
習
的
な
も
の
、
社
会

に
お
け
る
伝
統
的
な
伝
統
的
な
生
活
様
式
、
そ
し
て
共
同
善
と
し
て
の
善
き
生
活
に
定
位
し
て
公
布
さ
れ
る
べ
き
法
律
の
地
位
を
守
る
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
「
ポ
リ
ス
的
動
物
」
を
語
っ
た
。
我
々
は
国
家
を
志
向
す
る
家
族
的
存
在
並
び
に
訴
願
す
る
存
在
と
し
て
の
人
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（
１
）
こ
れ
に
就
き
、
次
の
拙
論
を
参
照
。
ぐ
ぬ
｝
・
国
鳥
的
ミ
ペ
ミ
ミ
§
・
の
①
ョ
の
ヨ
君
○
三
匡
且
⑦
の
『
の
。
言
億
六
の
茸
ヨ
ロ
①
『
両
．
冒
一
ｏ
五
§
ぬ
．
画
員

。
①
『
の
匡
呂
の
目
呂
①
ヨ
①
『
一
具
の
、
国
一
⑦
ｐ
Ｆ
の
言
の
ぐ
○
ョ
巨
①
ロ
②
８
９
．
言
詞
匡
。
。
｝
『
言
①
一
一
の
『
ロ
．
毎
画
国
富
旨
匡
目
ヨ
ー
（
国
風
、
．
）
》

の
①
門
①
。
宮
三
顧
六
の
芦
ヨ
Ｑ
⑦
『
い
○
里
画
一
の
ロ
○
『
ロ
ロ
匡
口
函
．
ロ
一
①
弓
匡
、
の
。
。
。
①
『
の
①
『
の
。
ゴ
ニ
飼
云
①
芦
一
ヨ
園
の
一
国
一
扇
『
。
①
『
の
一
○
ワ
里
一
②
一
①
『
匡
口
館
．
国
①
『
一
ヨ

註
（
５
）
』
『
詩
ご
貫
夙
．
ｚ
房
。
ョ
ｍ
ｏ
三
の
８
の
国
富
宍
．
目
．
国
匡
呂
．

（
６
）
江
原
昭
善
「
人
類
の
起
源
と
進
化
」
裳
華
房
、
一
九
九
三
年
。
河
合
雅
雄
「
人
間
の
由
来
」
上
下
巻
、
一
九
九
二
年
。
河
合
雅
雄
「
サ
ル
か

ら
ヒ
ト
へ
の
物
語
」
小
学
館
、
一
九
九
二
年
。
河
合
雅
雄
「
森
林
が
サ
ル
を
生
ん
だ
」
小
学
館
、
一
九
九
六
年
。
山
際
寿
一
「
家
族
の
誕
生
」

東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
四
年
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
人
間
本
性
と
自
然
法
に
お
け
る
恒
存
的
な
も
の
と
可
変
的
な
も
の
」
（
山
崎
広

道
編
「
法
と
政
策
を
め
ぐ
る
現
代
的
変
容
」
、
成
文
堂
、
一
一
○
一
○
年
、
）
註
（
犯
）
一
九
四
’
一
九
五
頁
を
参
照
。
輯
蔦
“
ミ
】
ざ
言
画
目
．

（
３
）
謂
雲
昌
阿
い
い
葛
⑮
試
口
画
②
ｚ
画
一
匡
弓
の
○
茸
《
・
の
．
⑳
弐
・

（
４
）
く
い
一
．
済
雲
寄
め
め
葛
Ｑ
裁
口
四
②
ｚ
四
日
『
『
の
。
毒
〔
・
〆
四
℃
・
全
剖
．
ロ
①
の
．
の
．
“
旨
い
｛
・
・
の
．
②
い
つ
『
・
烏
』
烏
め
い
葛
の
裁
宍
匡
一
旨
『
ｇ
三
六
．
宍
四
℃
・
噛
匡
．
］
、
②
○
尋
一
の
ｍ
、

（
２
）
昏
言
昌
鴎
ミ
、
め
い
蔦
裁
ｐ
煙
い
ｚ
四
目
弓
の
。
三
・
昏
且
ｇ
ｇ
Ｑ
臼
の
①
②
①
一
一
め
。
ｇ
津
い
の
旨
弄
．
切
冨
異
の
①
吾
弄
匡
目
言
胃
の
。
ｇ
津
ｍ
の
昌
丙
．
『
．

シ
口
重
．
画
の
ユ
ヨ
ー
②
、
今
．
惑
己
①
『
一
の
厨
碕
の
ロ
画
ロ
ロ
扇
．
ぐ
。
口
匡
。
②
ロ
の
の
。
ゴ
ユ
言
の
。
⑦
ニ
ミ
の
的
の
『
君
の
一
望
旦
四
の
ｚ
四
日
『
『
の
、
ゴ
〔
四
一
切
ヨ
の
ロ
の
。
三
一
ｏ
毒
の

向
風
い
扇
冒
Ｃ
ａ
．
匡
口
ｍ
ヨ
ロ
ロ
言
一
ぐ
‐
○
胃
○
一
○
ｍ
厨
８
口
こ
め
号
『
ｚ
画
冒
『
。
①
め
言
ｇ
の
号
の
。
．
。
妙
ヨ
ニ
呂
画
一
切
Ｑ
の
『
の
ヨ
の
め
司
画
ョ
一
一
一
の
．
君
の
の
①
。
の
●
蔭
（
煙
．

画
．
○
・
の
．
②
心
、
）
・
ロ
亀
崎
、
宍
昌
冒
『
の
９
房
ヨ
痔
の
目
。
。
一
①
歯
匡
己
値
旦
匡
『
・
宮
宅
ユ
コ
里
ロ
一
の
．
①
夢
房
ロ
コ
旦
勺
の
『
の
○
コ
二
○
三
戸
①
一
厨
の
言
房
．
旨
ロ
め
ロ
『
匡
○
雰
．

人間本性と人権についての哲学的考察

心
つ
つ
［

画
．
○
・
の
．
②
心
、
）
・
ロ
亀
騨
宍

弓
－
８
．
冨
昏
。
９
２
］
①
農
．

］
や
①
⑮
。
の
。
ｍ
］
電
。
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説

（
９
）
他
の
代
表
者
を
ド
イ
ツ
禰
圏
か
ら
例
示
列
挙
す
る
と
、
フ
ェ
ァ
ド
ロ
ス
（
ど
『
『
＆
く
の
ａ
『
○
い
め
）
、
ヘ
ル
メ
ン
ス
（
句
の
ａ
ヨ
四
目
顕
①
『
ョ
の
．
の
）
、

ヘ
フ
ナ
ー
（
］
ｏ
い
の
目
頭
堅
言
⑦
『
）
、
ウ
ッ
ッ
（
シ
『
９
日
ご
肩
）
等
。

（
Ⅲ
）
岩
』
寄
厨
葛
⑯
ヌ
ロ
“
の
ｚ
ｇ
匡
弓
①
。
言
．
天
四
口
．
］
心
．
ロ
の
②
．
の
．
〕
、
Ｃ
‐
｝
、
唖
．

（
皿
）
、
吋
蔑
忌
誌
負
斡
旦
淫
．
配
、
芳
ミ
Ｑ
葛
②
．
く
①
『
菌
の
の
仁
。
、
の
一
の
ゴ
『
の
・
”
・
津
ロ
『
一
・
【
○
一
コ
］
の
①
②
、
の
．
①
‐
〕
つ
．

（
吃
）
鳥
』
肴
圏
葛
⑯
試
口
餌
め
ｚ
四
目
弓
の
。
三
．
の
．
『
い
、
．

（
凪
）
メ
ス
ナ
ー
が
、
主
著
『
自
然
法
」
の
社
会
哲
学
の
部
を
、
次
の
一
文
で
開
始
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
「
人
間
は
そ
の
本
性
か

ら
し
て
個
人
的
存
在
で
あ
る
の
と
同
様
に
社
会
的
存
在
で
あ
る
。
」
冨
口
の
『
富
の
．
②
昌
一
異
く
○
コ
ｚ
画
冒
『
⑦
ウ
①
。
の
。
の
①
胃
①
ヨ

、
の
ｍ
の
一
一
の
呂
呉
昌
呂
①
の
目
①
の
ヨ
国
冒
⑦
一
君
①
め
①
。
．
●
．
（
ロ
画
の
ｚ
画
冨
『
『
の
ｎ
頁
の
．
一
お
）
．
但
し
、
こ
の
文
意
の
砿
点
は
「
社
会
的
存
在
」
の
方
に

慨
か
れ
て
い
る
。
詰
り
、
こ
の
一
文
は
、
近
代
思
考
に
特
有
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
外
な
ら
な
い
個
人
主
義
な
い
し
個
体
主
義
が
（
一
般
的
通
用

力
を
も
つ
と
）
前
提
と
さ
れ
た
処
で
語
ら
れ
て
い
る
。
』
『
罫
ミ
、
１
号
言
〔
貢
］
○
富
．
。
①
の
三
の
い
め
。
⑦
扇
【
○
局
①
己
蔑
○
コ
。
⑦
『

の
○
塁
画
一
己
三
一
○
切
○
己
冨
①
、
胃
ｐ
ｍ
ｍ
ｚ
⑦
こ
の
ｚ
四
日
『
『
の
８
－
．
ロ
一
の
両
日
⑦
匡
の
目
．
ｍ
Ｑ
⑦
『
ｚ
四
目
『
『
①
呂
扇
一
⑦
三
『
①
。
昌
呂
］
ｏ
言
コ
コ
の
の
言
①
切
目
①
『
・

の
⑦
＆
ｏ
三
コ
一
め
い
の
言
罵
登
同
］
○
富
。
。
①
切
言
⑦
の
め
ご
の
『
・
毒
⑦
国
匡
の
い
の
い
の
ワ
の
。
ぐ
○
コ
シ
一
『
『
＆
宍
一
○
の
⑦
．
函
①
『
ウ
⑦
『
一
ｍ
。
富
ヨ
ウ
⑦
具
．
詞
匡
Ｑ
○
一
『
言
巴
一
の
『
．

の
①
ヨ
①
ヨ
君
○
三
崖
。
。
の
①
『
①
、
三
億
宍
⑦
芦
ヨ
ロ
①
『
両
ロ
宣
言
ｎ
重
匡
口
顔
（
シ
コ
ヨ
．
｝
）
．
の
．
、
望
．

（
７
）
弱
学
、
房
“
謎
⑮
ヌ
ロ
ロ
の
ｚ
呉
匡
『
『
⑦
。
宮
一
・
臣
．
画
匡
の
言
．
⑦
の
②
の
一
一
の
。
ゴ
呉
厨
輿
三
宍
．

（
８
）
既
に
昔
か
ら
、
例
え
ば
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
、
共
同
糠
に
つ
い
て
諮
ら
れ
る
と
き
は
殆
ど
い
つ
で
も
、
そ
し
て
ス
コ
ラ
学
内
で
も
、
比
砿

は
国
家
及
び
国
家
の
共
同
善
だ
け
に
置
か
れ
た
。
し
か
し
、
メ
ス
ナ
ー
は
注
意
深
く
共
同
善
多
元
主
義
（
寧
ろ
多
元
的
共
同
善
論
）
を
擁
護
し

て
説
い
た
。
こ
れ
に
つ
き
次
の
箇
所
を
参
照
。
語
ミ
函
“
蔦
詠
ロ
四
ｍ
の
の
ョ
⑦
ヨ
君
○
三
．
画
．
急
①
の
の
．
三
号
の
『
急
．
シ
昌
一
．
○
の
．
：
『
胃
弄
５
９
．
い
、

い
、
］
。
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国
の
ユ
ョ
：
§
は
こ
の
点
に
特
別
の
注
意
を
促
す
。
尚
秋
葉
悦
子
訳
著
「
ヴ
ァ
チ
カ
ン
テ
ヵ
デ
ミ
ー
の
生
命
倫
理
ｌ
ヒ
ト
腿
の

尊
厳
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」
（
知
泉
欝
館
二
○
○
五
年
）
特
に
三
一
一
’
三
五
頁
を
も
同
時
に
比
較
参
照
さ
れ
た
い
．

（
Ｍ
）
済
』
烏
め
い
菖
⑮
裁
宍
匡
茸
ロ
『
①
吾
弄
．
の
．
②
心
①
．

（
脂
）
く
い
一
．
』
戴
忽
ｏ
荷
荷
い
、
毛
○
三
詩
．
門
・
国
巨
、
毒
天
国
己
．
画
．
ロ
①
②
、
届
切
“
国
璽
。
．

（
脆
）
ぐ
、
］
．
ご
Ｓ
ミ
負
い
ｇ
斡
竪
曾
曽
．
の
匡
ヨ
ョ
四
号
の
○
一
○
ｍ
旨
①
．
国
畠
．
口
匡
．
ｇ
画
風
．
｝
、
そ
こ
に
は
次
の
如
く
見
え
る
。
３
両
〆
９
１
⑦
。
巳
。
⑦
ョ

国
蔑
○
巳
、
．
○
昌
四
ロ
ロ
ョ
自
画
①
国
ご
ｏ
己
目
冒
国
一
の
①
の
②
の
ぐ
ご
の
白
『
具
ｍ
３
８
ご
ョ
画
ウ
ー
ョ
ロ
の
『
｛
の
。
ご
○
且
己
の
熟
の
、
旨
ヨ
ロ
の
『
ぐ
の
ヨ
具
．
。
．
「
理

性
の
側
か
ら
言
え
ば
、
人
間
の
理
性
に
と
っ
て
は
不
完
全
か
ら
完
全
へ
と
徐
々
に
進
ん
で
い
く
こ
と
が
自
然
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
」

（
Ⅳ
）
済
』
忌
め
“
葛
の
裁
宍
巳
冒
『
の
吾
弄
．
の
．
今
］
画
電
．

（
旧
）
済
雲
烏
厨
菖
⑮
試
宍
巳
冒
『
①
昏
房
．
の
．
全
一
噛
電
．

（
旧
）
語
』
谷
め
い
葛
の
裁
侭
巳
冒
『
⑦
吾
弄
．
の
．
全
】
四
．
ｍ
一
の
き
①
画
巨
ｏ
画
の
①
ヨ
ｚ
呉
巨
『
『
の
。
三
・
ｍ
．
“
の
画
寓

（
卯
）
く
い
｝
・
誇
一
忌
め
“
誌
⑮
識
口
四
の
三
四
日
弓
⑦
。
写
戸
、
．
②
、
嵐
．

（
副
）
語
学
局
め
い
誌
⑮
裁
口
固
め
ｚ
画
冒
弓
①
○
き
屍
ｍ
、
②
『
⑭
．

（
魂
）
語
』
昏
閏
葛
⑮
裁
口
四
い
ｚ
四
日
『
『
の
。
ヨ
ー
ヨ
の
．
四
『
①
．

（
羽
）
済
置
腐
曽
⑮
裁
口
画
の
ｚ
煙
冒
『
『
①
、
言
．
の
．
②
９
．
こ
こ
で
第
一
に
準
げ
ら
れ
た
例
は
．
．
。
一
ｍ
『
『
の
夢
①
芦
。
①
の
⑦
の
乱
の
い
の
ご
め
ｇ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
、ｌ

△

が
、
『
自
然
法
」
の
初
版
で
こ
の
箇
所
は
、
。
．
ｓ
①
即
の
ぎ
の
芦
。
①
『
や
①
『
い
○
ご
●
．
と
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
が
削
ら
れ
た
訳
で
あ
る
。
こ
れ
を
ど
う
理
”リ

］
●
ｌ

解
す
べ
き
か
。
二
つ
の
解
釈
可
能
性
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
一
つ
の
解
釈
は
、
メ
ス
ナ
ー
は
、
言
昌
⑦
句
『
①
讐
昌
。
⑦
『
勺
①
厨
○
コ
で
、
函
呂
８
ｍ
学法

。
。
『
己
匡
の
シ
ｇ
等
を
含
む
通
常
の
理
解
と
は
異
な
る
内
容
を
理
解
し
て
お
り
、
そ
れ
は
も
の
『
印
○
コ
の
核
心
と
な
る
自
由
、
そ
の
意
味
で
の
・
・
ｓ
①
畔Ｊ

１

司
『
の
号
の
芦
。
①
め
の
①
乱
②
切
目
②
●
．
を
理
解
し
て
い
た
。
そ
の
後
、
誤
解
を
避
け
る
た
め
に
、
冨
島
の
『
『
①
号
鼻
骨
の
の
①
昌
の
の
ｇ
②
●
．
と
い
う
表
現
馴

人間本性と人権についての哲学的考察



説

（
翌
誕
生
前
の
胎
児
や
ヒ
ト
狂
に
つ
い
て
も
平
等
に
、
人
間
の
尊
厳
が
認
め
ら
れ
、
保
護
に
値
す
る
と
説
得
的
な
根
拠
を
示
し
て
主
張
す
る
も
の

と
し
て
、
以
下
の
文
職
を
参
照
．
秋
蕊
悦
子
訳
注
「
ヴ
ァ
チ
カ
ン
・
ア
カ
デ
ミ
ー
の
生
命
倫
理
ｌ
ヒ
ト
腿
の
尊
厳
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
』
（
知
泉

に
書
き
換
え
た
、
と
す
る
も
の
。
今
一
つ
の
解
釈
は
、
。
．
＆
の
句
『
①
夢
の
寓
号
『
勺
の
『
②
○
コ
●
・
は
、
古
典
的
な
自
由
と
し
て
通
用
し
て
お
り
、
そ
れ

故
、
こ
の
用
語
を
「
今
日
の
万
民
法
」
８
め
ぎ
⑦
昌
侭
の
旨
⑰
、
の
貝
旨
日
に
含
め
る
の
は
適
切
で
は
な
い
と
メ
ス
ナ
ー
が
考
え
た
と
す
る
も
の
で

あ
る
。
私
自
身
は
、
第
二
の
解
釈
が
妥
当
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

（
型
）
○
の
具
①
里
ヨ
こ
い
四
国
ロ
匡
切
書
ｚ
『
・
画
］
．
］
ヨ
ー
里
の
冒
厨
、
す
の
口
弓
①
〆
芹
一
ヨ
シ
三
里
一
く
言
。
○
く
ｏ
Ｅ
『
の
餌
の
。
冨
匡
ヨ
屋
．
一
ヨ
ロ
①
昌
切
○
ヨ
⑦
。
一
日
の
①
ｐ
旨
く

葛
の
旨
⑦
②
．
ｇ
⑦
．
く
。
房
①
『
『
⑦
呂
冨
倉
．
邦
語
版
は
、
英
語
版
か
ら
の
二
重
訳
で
あ
る
た
め
、
ラ
テ
ン
用
語
の
担
う
思
想
史
的
な
背
景
と
の
繋
が
り

を
欠
い
た
訳
語
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

（
泌
）
烏
』
奇
め
い
葛
⑮
ヌ
ロ
画
②
ｚ
閏
匡
『
『
の
、
言
．
の
．
②
、
○
．
言
ロ
画
②
旨
②
、
①
ご
〔
旨
ヨ
ー
望
云
の
言
①
の
毒
の
い
い
ロ
ロ
『
の
ヨ
の
三
ｍ
８
ユ
②
の
ぎ
の
天
昌
の
、
Ｏ
ユ
①
、
の
①
ヨ
⑦

⑦
の
い
、
三
ｎ
コ
蔚
一
の
言
い
①
一
ず
呉
悶
の
匡
歯
己
ｍ
『
唇
『
め
の
旨
の
．
画
匡
の
彦
昌
①
の
①
館
の
。
君
四
三
⑦
ヨ
ワ
の
里
⑦
茸
の
国
。
①
。
両
。
貢
ｓ
ｏ
弄
冒
邑
的
の
。
言
四
『
画
天
馬
『
・
倉

（
妬
）
く
い
一
．
碕
菖
ロ
酎
勿
⑲
蔵
国
皆
。
否
⑮
葛
馬
宣
⑮
き
，
く
○
房
①
『
『
の
。
壷
［
．
。
．
．
。
①
口
ワ
の
四
『
ず
⑦
毒
里
①
諺
匡
『
一
・
宍
９
口
・
国
の
『
一
冒
・
国
○
口
。
・
冨
昏
．
。
ゴ
の
ロ
』
④
①
『
・
の
．

＄
Ｐ
但
し
、
上
記
教
科
響
の
日
付
は
、
邦
語
文
献
に
よ
っ
て
修
正
し
た
。

（
”
）
雪
雲
の
き
○
一
旦
号
①
い
の
弓
昌
言
い
言
○
ヶ
①
い
の
一
『
‐
の
ぐ
ご
①
具
．
岳
昌
凹
二
三
①
。
胃
①
。
『
８
房
。
８
５
－
．
吾
四
一
号
２
画
『
①
の
．
。
○
箸
＆
ご
望
吾
の
一
『

。
『
の
画
【
○
『
乏
芦
雪
、
①
『
［
巴
国
巨
。
四
一
一
の
。
四
三
の
元
侭
彦
厨
．
芹
云
画
詳
画
ｇ
Ｏ
ｐ
ｍ
《
雪
の
の
①
四
『
の
Ｆ
一
『
⑦
、
炉
弓
の
風
琶
．
四
コ
。
〔
ゴ
の
勺
匡
『
切
昌
芹
○
『
エ
餌
己
や
旨
①
ｍ
の
。
ｇ

訳
文
は
、
高
木
・
末
延
・
宮
沢
編
「
人
権
宣
言
集
」
（
岩
波
文
庫
）
一
一
四
頁
（
斎
藤
真
）
に
よ
る
。

（
羽
）
ｇ
Ｆ
の
い
き
○
ヨ
ヨ
の
切
国
圏
の
の
①
ロ
一
の
一
旦
の
ヨ
⑦
匡
『
の
。
【
｝
ご
『
の
⑳
ｇ
①
鯛
四
巨
〆
の
。
。
『
○
一
房
．
Ｆ
①
の
昌
呉
言
ｇ
一
○
コ
め
い
ｏ
ｎ
冨
一
の
の
。
⑦
で
①
匡
竜
の
ロ
痔
①
貢
の

（
○
．
愚
①
め
。
匡
①
の
匡
『
一
・
昌
一
尿
８
ヨ
ョ
目
の
．
●
・
訳
文
は
、
高
木
・
末
延
・
宮
沢
絹
「
人
椛
宜
言
災
」
（
沿
波
文
庫
）
一
三
一
頁
（
山
本
韮
一
）
に

よ
る
。
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書
館
、
二
○
○
五
年
）
、
秋
葉
悦
子
「
「
人
」
の
始
ま
り
を
め
ぐ
る
真
理
の
考
察
」
（
毎
日
新
聞
社
、
二
○
一
○
年
）
。
の
幹
ミ
言
、
酎
蔓
ミ
封

の
呂
且
百
『
の
言
＆
旨
ヨ
。
国
三
戸
葛
一
目
四
ｇ
い
、
尚
、
拙
稿
「
書
評
秋
葉
悦
子
訳
注
「
ヴ
ァ
チ
カ
ン
・
ア
カ
デ
ミ
ー
の
生
命
倫
理
」
（
知
泉

書
館
、
二
○
○
五
年
）
」
（
南
山
大
学
社
会
倫
理
研
究
所
「
社
会
と
倫
理
」
第
十
九
号
、
二
○
○
六
年
）
二
○
二
’
二
一
一
頁
、
及
び
拙
稿
「
書

評
］
・
国
○
コ
の
三
（
西
扇
、
．
）
．
。
ｓ
ミ
§
“
３
画
房
ミ
ミ
⑮
§
昼
置
画
房
言
。
§
、
ミ
ミ
時
貢
ぎ
－
８
』
培
い
．
］
・
国
○
コ
の
三
口
．
両
．
エ
．
で
『
ｇ

（
国
『
め
い
．
）
・
ト
８
§
‐
切
荷
さ
§
‐
同
ミ
言
斡
口
吻
荷
斡
呈
言
ｇ
ｍ
ｏ
ｇ
・
の
ロ
。
ｇ
の
『
勺
９
ｓ
の
『
．
○
昌
斡
包
悉
ミ
“
ミ
ミ
時
胃
‐
向
罫
静
．
函
．
少
員
一
・
．
三
一
９
ｍ
ｇ
①
」

（
「
熊
本
法
学
」
第
一
一
七
号
、
二
○
○
九
年
）
七
一
’
八
一
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
鋤
）
私
は
、
嘗
て
カ
ト
リ
ッ
ク
社
会
倫
理
学
な
い
し
自
然
法
論
に
お
け
る
私
有
財
産
制
（
私
的
所
有
権
稔
）
に
つ
い
て
、
教
皇
回
勅
「
レ
ー
ル
ム
・

ノ
ヴ
ァ
ー
ル
ム
」
及
び
そ
れ
以
降
の
亜
要
文
献
の
主
張
を
、
歴
史
的
展
望
の
も
と
に
侭
き
、
特
に
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
「
神
学
大
全
」
の

関
連
箇
所
の
解
釈
を
踏
ま
え
て
検
討
し
た
こ
と
が
あ
る
。
要
点
を
簡
潔
に
述
べ
る
と
、
ト
マ
ス
の
立
論
は
極
め
て
立
体
的
で
あ
っ
て
、
創
造
者

と
被
造
世
界
と
の
、
謂
わ
ぱ
垂
直
的
関
係
の
下
で
、
人
間
は
全
体
と
し
て
他
の
諸
々
の
事
物
、
生
物
を
自
己
の
支
配
下
に
置
く
こ
と
が
容
認
さ

れ
た
（
『
毒
。
ミ
ロ
駒
８
首
』
曾
貴
の
匡
ヨ
ョ
四
号
の
。
｝
◎
ぬ
旨
．
塵
‐
戸
ｐ
Ｆ
ｇ
．
胃
匡
．
冨
旨
『
の
『
匡
ョ
画
員
の
ョ
Ｃ
ａ
旨
①
一
ヨ
ロ
の
『
『
の
。
盆
ｏ
３
め
匡
昌

官
。
頁
の
『
で
の
『
｛
の
８
。
３
．
倉
）
。
こ
の
次
元
で
は
所
訓
消
極
的
共
産
主
義
が
説
か
れ
た
。
次
に
、
こ
の
消
極
的
共
産
主
義
が
、
或
い
は
ク
リ
ュ
ー
バ
ー

の
表
現
を
借
り
る
と
「
事
物
の
共
同
使
用
原
理
」
（
ｇ
①
ｚ
ｏ
『
ョ
。
⑦
の
。
⑦
ョ
の
旨
ｍ
の
ウ
国
匡
呂
①
の
。
⑦
『
の
言
の
副
導
§
脚
宍
毒
胃
裁
口
の
『
ロ
ョ
耳
匡
呂

竺
①
の
ロ
ｇ
云
呂
の
言
号
『
富
岳
ｏ
｝
厨
ｇ
ｇ
ｍ
ｏ
Ｎ
旨
二
①
言
の
．
勺
農
］
‐
詞
属
ｇ
の
扇
ヨ
后
笛
．
の
・
唖
＄
・
）
が
、
堕
罪
後
の
人
間
本
性
を
考
慮
し
て
み

た
場
合
、
い
か
な
る
形
態
に
お
い
て
最
も
よ
く
実
現
さ
れ
る
か
と
問
わ
れ
、
こ
こ
で
ト
マ
ス
は
私
的
所
有
制
に
傾
く
。
但
し
、
そ
の
場
合
で
も
、

ト
マ
ス
は
、
抽
象
的
人
格
と
か
個
人
の
絶
対
性
を
出
発
点
と
し
て
私
的
所
有
権
を
論
証
す
る
近
代
的
自
然
権
論
と
は
異
な
り
、
共
同
善
冒
冒
ョ

８
ヨ
ョ
目
の
を
重
視
し
つ
つ
、
そ
の
社
会
的
機
能
を
考
慰
し
て
私
的
所
有
制
を
肯
定
す
る
。
そ
の
意
味
で
、
無
条
件
的
正
当
化
で
は
な
い
。
し
か

も
、
ト
マ
ス
は
事
物
の
「
取
得
管
理
」
（
胃
ｏ
ｎ
員
昌
○
の
言
Ｓ
ｍ
で
⑦
ロ
の
呂
○
）
と
「
使
用
」
（
匡
の
匡
⑩
）
の
権
能
を
区
別
し
た
。
そ
し
て
、
巳
の
己
呂
切
呂
○

9３（熊本法学122号'１１）
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説

う
論
題
で
、
法
的
意
義
が
認
也

る
管
理
者
」
の
謂
い
で
あ
つ
《

（
南
山
大
学
社
会
倫
理
研
究
所

（
別
）
舌
言
曽
⑮
②
ミ
房
曽
③
試
口
囚

（
犯
）
為
』
層
厨
劃
⑮
試
口
尉
○
の
ヨ
命

而
）
ソ
ポ
ク
レ
ー
ス
料
、
典
茂
一

（
洲
）
シ
コ
ご
館
○
コ
⑦
．
ご
①
扇
ら
心
①
寓

は
、
近
代
的
な
「
自
由
処
分
」
の
洲
い
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
正
し
い
配
分
」
を
含
意
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
背
景
の
下
、
外
的
事
物
が
万
人

（
全
人
類
）
の
利
用
に
供
さ
れ
る
べ
き
と
い
う
「
共
同
使
用
」
原
理
が
、
堕
罪
後
の
人
間
本
性
を
顧
慮
し
て
、
個
々
人
の
利
害
関
心
を
媒
介
と
し

つ
つ
共
同
善
実
現
へ
と
結
実
す
る
方
途
が
識
じ
ら
れ
る
中
で
、
外
的
事
物
を
私
的
所
有
へ
と
分
割
す
る
こ
と
の
優
位
性
が
説
か
れ
、
そ
の
限
り

私
的
所
有
制
（
私
有
財
産
制
）
が
支
持
さ
れ
る
も
の
の
、
所
有
権
能
は
二
狐
に
分
か
た
れ
、
「
取
得
管
理
」
椛
能
は
私
人
に
任
さ
れ
る
が
、
「
使

用
」
椛
能
に
つ
い
て
は
再
度
「
財
（
事
物
）
の
共
同
性
」
が
強
調
さ
れ
た
。
即
ち
、
前
者
で
は
法
的
私
的
所
有
が
語
ら
れ
、
後
者
で
は
道
徳
的

倫
理
的
意
義
が
諮
ら
れ
る
の
み
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
「
使
用
」
椛
能
に
つ
い
て
、
窮
極
の
場
面
で
は
、
即
ち
実
に
例
外
的
と
は
い
え
、
「
一
体

緊
急
必
要
性
．
⑦
８
ｍ
里
国
め
の
故
に
盗
む
こ
と
は
或
る
者
に
許
さ
れ
る
か
否
か
胃
昌
ヨ
ー
ー
。
ｇ
農
。
昌
冒
風
１
℃
『
○
頁
の
『
。
①
８
い
め
冒
房
ョ
」
と
い

う
論
題
で
、
法
的
意
義
が
認
め
ら
れ
た
（
二
・
戸
Ｓ
・
『
）
。
ト
マ
ス
に
お
い
て
は
、
ｓ
の
己
ｇ
切
呉
○
『
と
は
、
単
な
る
管
理
者
で
は
な
く
、
「
善
良
な

る
管
理
者
」
の
調
い
で
あ
っ
た
。
以
上
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
『
薗
隠
年
回
勅
」
の
今
日
的
意
義
（
二
一
ｌ
法
哲
学
的
観
点
か
ら
ｌ
」

（
南
山
大
学
社
会
倫
理
研
究
所
「
社
会
倫
理
研
究
」
第
二
号
、
一
九
九
三
年
、
九
五
’
一
二
七
頁
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

）
舌
言
曽
⑮
②
ミ
房
曽
３
口
画
②
の
①
日
の
ヨ
君
○
三
．
唖
．
シ
昌
一
．
、
の
．
胃
．

）
雷
ミ
腐
切
鳥
試
ロ
尉
○
の
ョ
の
旨
君
○
三
．
の
．
亀
『
．

）
ソ
ポ
ク
レ
ー
ス
料
、
典
茂
一
択
「
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
」
岩
波
文
庫
。

弓
両
の
署
四
『
ロ
ロ
『
。
⑦
ヨ
の
①
、
の
厨
一
旦
の
ヨ
一
○
宮
、
①
言
○
言
異
．

●

ｚ
一
○
雪
《
画
⑦
こ
い
ゴ
里
呈
の
国
の
の
冨
昇
ロ
ロ
、
ヨ
弓
ぐ
の
『
ご
○
房
。
善

Ｚ
ｏ
ｏ
ゴ
ロ
房
①
．
＆
の
旦
画
の
詞
の
。
茸
芹
Ｑ
⑦
『
弓
○
一
の
．
め
○
コ
邑
冨
一
．

司
昏
『
三
①
。
め
Ｓ
①
．
切
昌
目
ロ
ｍ
四
宮
⑦
い
⑦
ヨ
の
⑦
『
の
．
Ｎ
⑦
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Kreon：
”
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ｎ
Ｆ
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ｉ
ｎ
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ｎ
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ｆ
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ｉ
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ｎ
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ｉ
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ｉ
ｎ
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ｂ
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ｈ
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ｎ
ｉ
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ｅ
ｈ
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ｉ
ｅ
Ｍ
ａ
ｃ
ｈ
ｔ
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ａ
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ｅ
ｓ
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ｎ
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ｅ
ｓ
ｃ
ｈ
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ｉ
ｂ
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ｅ
Ｒ
ｅ
ｃ
ｈ
ｔ
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Dasunerschiitterliche、
ｂ
ｅ
ｕ
ｇ
ｅ
ｎ
ｋ
６
ｎ
ｎ
ｔ
ｅ

Ｄ
ｅ
ｎ
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宍
『
の
。
貝
ご
ｐ
Ｏ
ｏ
彦
丙
ロ
ロ
ロ
。
①
『
の
匡
庁
の
巳
、
彦
弄
の
一
⑦
旨
ゴ
の
い
の
『
一
四
コ
、
の
．
君
一
①
。
①
『
の
○
三
①
。
ぎ
ぢ
・
急

津
具
厨
○
．
魚
恵
三
言
の
『
尋
⑦
篇
．
○
ロ
。
○
再
匡
昌
の
ロ
島
①
の
①
の
毒
①
匿
い
一
切
毛
ｇ

宍
『
の
。
貝
ざ
宍
①
ヨ
句
の
冒
旦
君
一
『
。
〕
の
ヨ
画
一
の
．
急
の
ロ
。
①
『
②
三
『
ウ
［
．
①
宮
司
『
の
匡
．
。
・
・
・

シ
ョ
ー
ｍ
ｏ
ｐ
の
恥
弓
ｚ
言
三
匡
日
可
の
ヨ
ロ
．
ロ
の
旨
．
匡
ヨ
司
司
の
匡
口
Ｑ
雨
匡
の
①
言
．
君
四
『
ロ
ー
○
き
い
①
ウ
○
『
の
。
．
●
．

圏
薗
篇
い
厨
ヨ
ヨ
⑦
．
ｍ
こ
め
Ｑ
の
『
ご
ロ
①
扇
の
冨
匡
．
ぬ
く
○
．
ｚ
ｏ
『
ず
①
ユ
園
ヨ
天
．
ご
己
ぐ
の
『
い
画
一
’
四
ワ
ニ
ｏ
《
き
①
天
ｚ
『
．
『
①
、
唖
詞
の
○
一
四
ヨ
胃
の
、
］
・
の
．
今
、
．

（
訳
文
は
、
呉
茂
一
、
三
七
’
三
八
頁
。
）

（
妬
）
シ
貝
碕
○
国
の
．
ぐ
の
『
の
．
褐
つ
露
．
豊
三
国
②
画
『
の
⑦
す
○
蔚
号
『
○
○
茸
の
『
菌
ワ
の
一
号
唇
ワ
の
『
言
の
扇
．
や
三
豊
の
図
但
．
一
§
す
号
の
⑦
言
の
口
司
『
の
ぐ
の
一

ず
①
恩
品
自
．
①
ウ
８
名
＆
胃
ゴ
ロ
の
ョ
目
的
①
②
８
１
の
可
の
ロ
①
。
幻
の
。
胃
困
⑦
『
○
一
倶
冨
ワ
の
●
患
（
訳
文
は
、
呉
茂
一
、
六
三
頁
。
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（
碗
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』
．
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い
．
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日
ロ
巳
冒
一
①
ロ
。
①
『
四
口
言
房
⑦
。
”
①
。
ご
房
‐
匡
。
。
の
薗
画
扇
己
三
一
○
の
○
画
三
⑦
雪
⑬
．
の
『
急
．
シ
ロ
室
．
言
一
の
。
］
の
今
、
．
、
．
“
①
．

（
犯
）
謂
』
涛
賜
駒
冨
⑮
舜
口
四
ｍ
ｚ
胃
匡
ｑ
①
。
云
一
．
②
．
］
心
鱒
急
ロ
一
の
丙
己
蔑
四
一
旨
ｐ
ｍ
Ｑ
の
『
の
一
再
一
一
ｏ
毒
の
．
意
で
⑦
『
の
○
．
陰
一
異
。
四
。
彦
号
『
（
‐
Ｑ
の
『
ｚ
ｇ
『
『
⑦
。
毒
扇
興
三
宍
）

Ｑ
一
①
②
呉
雰
ご
ｓ
ご
等
乏
苛
琴
韓
葛
晒
Ｑ
の
切
言
の
。
の
。
雪
の
。
ｍ
①
昌
酔
ロ
ロ
の
『
旨
の
の
ヨ
の
『
つ
つ
ｚ
凹
冒
『
室
ぐ
。
『
ぬ
①
Ｎ
の
一
、
ゴ
ロ
ｇ
の
。
○
『
ロ
ロ
匡
口
函
．
ロ
コ
Ｑ
Ｑ
ｍ
Ｑ
四
ｍ

ｚ
四
目
『
ぬ
①
の
①
厨
。
①
。
三
目
印
。
画
①
ロ
ワ
①
一
島
の
の
①
『
の
①
｝
ず
異
ぐ
の
『
員
『
云
胃
ゴ
仁
．
ｍ
四
コ
＆
①
言
①
一
言
・
の
『
四
房
○
一
員
の
。
言
の
鼻
の
ぐ
の
『
冬
里
望
．
随
の
す
。
風

呂
①
吻
里
。
②
愚
。
ｇ
崎
向
き
鼠
冒
誌
、
園
匡
ヨ
ヨ
ロ
の
吋
巽
の
コ
ン
コ
（
ユ
の
ず
い
の
ヨ
①
『
ｚ
ｇ
屋
『
●
憲
喜
室
一
○
ゴ
厨
ウ
①
Ｎ
の
匡
碩
一
言
Ｑ
の
『
弓
里
乙
四
『
①
『
ｇ
の
里
茸
一
一
ｏ
ゴ
の

乏
彦
ａ
⑦
ロ
⑦
の
冨
呂
の
号
の
ロ
．
四
一
の
。
農
の
①
言
①
の
①
一
宮
己
ロ
の
『
の
。
胃
①
一
目
口
ぬ
い
｝
の
一
。
胃
①
言
い
の
ヨ
①
の
①
一
す
異
ぐ
の
『
量
『
ご
一
呂
匡
。
晒
冒
．
ロ
胃
ヨ
ー
の
［

号
①
『
呂
呂
昼
。
②
輿
冴
荷
員
隷
涛
記
詠
静
。
§
“
ミ
習
い
Ｓ
§
す
め
の
、
三
○
の
②
①
貝
ロ
①
『
三
の
。
め
。
ゴ
ー
の
一
四
一
一
①
ヨ
。
①
『
の
①
一
ｇ
ａ
ｐ
の
『
の
呂
『
の
一
盲
．
飼

融
匿
い
．
匡
目
。
昌
号
ョ
画
一
］
の
旨
冒
昌
⑦
②
亀
房
ミ
ミ
⑮
易
、
雪
輔
曽
畠
ョ
。
、
一
一
ｇ
・
霞
「
倫
理
的
「
人
格
」
は
、
そ
れ
［
Ⅱ
自
然
法
論
理
学
］
に
よ

、
、
、
、

れ
ば
、
「
本
性
」
に
予
め
記
さ
れ
た
秩
序
に
従
っ
て
な
さ
れ
る
人
間
の
自
己
実
現
で
あ
る
。
そ
し
て
自
然
〔
的
倫
理
］
法
則
は
自
己
実
現
に
当
た

、
、
、
、

り
絶
対
的
価
値
世
界
に
人
間
［
の
眼
］
を
向
け
る
の
で
あ
る
か
ら
、
自
己
超
越
が
人
間
本
性
の
妓
内
奥
の
傾
動
力
に
属
す
る
［
一
」
と
に
な
る
］
・
」
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「
実
際
そ
の
自
己
超
越
が
同
時
に
自
己
実
現
で
あ
る
と
い
う
こ
と
以
上
に
、
人
間
の
倫
理
的
尊
厳
を
明
瞭
に
証
す
る
も
の
は
な
い
。
し
か
し
な
が

、
、
、
、
、
、
、
、

ら
、
こ
の
こ
と
に
内
に
人
間
の
実
存
的
危
険
も
又
含
ま
れ
て
い
る
。
即
ち
、
人
間
だ
け
が
自
己
超
越
が
可
能
で
あ
る
一
方
、
人
間
だ
け
が
自
己

挺
斥
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
」
く
ぬ
一
．
済
ミ
硯
胃
§
宍
ロ
ー
旨
『
①
昏
涛
．
の
．
巳
寓
宗
教
と
の
関
係
で
の
自
己
超
越
性
に
つ
い
て
は
、
水
波
朗
「
自

然
法
と
洞
見
知
」
（
創
文
社
、
二
○
○
五
年
）
、
四
四
一
’
五
六
六
頁
が
詳
論
し
て
い
る
。

（
翌
椛
利
の
存
在
論
的
考
察
は
、
水
波
朗
「
自
然
法
と
洞
見
知
」
、
五
六
七
’
六
四
九
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。
又
、
メ
ス
ナ
ー
自
然
法
論
の
基
本
思

想
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
ヨ
ハ
ネ
ス
・
メ
ス
ナ
ー
の
生
涯
と
著
作
」
（
南
山
大
学
社
会
倫
理
研
究
所
「
社
会
と
倫
理
」
第
十
八
号
、
二
○
○
五
年
）
、

及
び
、
柵
稿
「
伝
統
的
間
然
法
論
の
澗
華
ｌ
ヨ
ハ
ネ
ス
ヌ
ス
ナ
‐
晩
年
の
著
作
を
中
心
に
ｌ
」
（
雨
山
大
学
社
会
倫
理
研
究
所
『
社
会
と

倫
理
」
第
二
十
一
号
、
二
○
○
七
年
）
を
参
蒲
さ
れ
た
い
。
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人間本性と人権についての哲学的考察
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